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６ 鉄道に係る災害に関する事項 

 

・鉄道事業者は、被害額が１千万円以上の災害が発生した場合には、鉄道事故等報告規

則第８条に基づき、当該災害に対する応急処置が完了した後１０日以内に、国へ報告す

ることが義務づけられています。 

・過去１０年間における鉄道施設の災害被害総額は２，２６６億円となっています。このうち、

地震によるものが１，２０４億円（５３．１％）、豪雨等によるものが９９９億円（４４．１％）と

なっています。 

・令和元年度の災害報告のうち、令和元年房総半島台風（台風第１５号）によるものが１億

円、令和元年東日本台風（台風第１９号）によるものが３９億円でした。 
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図２１：過去１０年間の原因別被害額 

 

図２２：令和元年度の被害額のうち、 

    台風第 15号・19 号の被害額 

 

※ 被害額については、令和２年３月末までに、鉄道事故等報告規則第８条に基づき、各事業者から報告のあった応急工

事又は復旧工事に要した費用を集計したものです。 

 

図２０： 自然災害による鉄道施設の被害額の推移（過去１０年間） 
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